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2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に
関する会計基準」（以下「収益認識会計基準」という。）、
企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計
基準の適用指針（以下「収益認識適用指針」といい、こ
れらを合わせて「収益認識会計基準等」という。）が公
表されている。
本稿では、情報サービス産業の収益における実務上の
論点について解説を行う。

1． 情報サービス産業における収益認識会
計基準等の論点の概要

（1）契約の識別━先行着手
情報サービス産業の取引慣行として、正式な契約書が
締結される前であっても、顧客からの内示書もしくは顧
客からの依頼等に基づきソフトウェア開発に着手する取
引慣行がある。収益認識会計基準等では契約の識別につ
いて規定されているため、どのように契約を識別するの
かについて実務上の論点がある。

契約とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさ
せる複数の当事者間における取決めをいい（収益認識会
計基準5項）、契約における権利及び義務の強制力は法
的な概念に基づくものであり、契約は書面、口頭、取引
慣行等により成立するとされている（収益認識会計基準
20項）。そのため、正式な契約書締結前のタイミングで
あっても契約が識別される可能性はあり、顧客からの内
示書等が契約の識別に関する要件を満たすかどうかにつ
いて、個別に検討する必要があると考えられる。

収益認識会計基準では、以下の要件のすべてを満たす
顧客との契約を識別する（収益認識会計基準19項）。

（1） 当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約
を承認し、それぞれの義務の履行を約束してい
ること

（2） 移転される財又はサービスに関する各当事者の
権利を識別できること

（3） 移転される財又はサービスの支払条件を識別で
きること

（4） 契約に経済的実質があること（すなわち、契約
の結果として、企業の将来キャッシュ・フロー

のリスク、時期又は金額が変動すると見込まれ
ること）

（5） 顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が
権利を得ることとなる対価を回収する可能性が
高いこと

情報サービス産業では、ソフトウェア開発の検収直前
まで契約書が締結されない場合もあり、契約書締結前か
ら契約を識別すべきかどうかについて、個別に検討が必
要となると考えられる。

（2）契約の結合━機器の販売と保守サービスの
提供

情報サービス産業において、ネットワーク機器等のハ
ードウェアを販売する際、同時に保守サービスの提供契
約も締結することにより、機器の販売もしくは保守サー
ビスをそれぞれ単独で販売するよりも低い料金で提供す
ることがある。
同一の顧客（当該顧客の関連当事者を含む）と同時又

はほぼ同時に締結した複数の契約について、以下のいず
れかに該当する場合には、当該複数の契約を結合し、単
一の契約とみなして処理することとなる（収益認識会計
基準27項）。

（1） 当該複数の契約が同一の商業的目的を有するも
のとして交渉されたこと

（2） 1つの契約において支払われる対価の額が、他
の契約の価格又は履行により影響を受けること

（3） 当該複数の契約において約束した財又はサービ
スが、収益認識会計基準32項から34項に従う
と単一の履行義務となること

機器の販売契約と保守サービス提供契約を同時に締結
する場合には、「同一の顧客」と「同時に締結した複数
の契約」に該当することになる。そのため、機器の販売
と保守サービスの提供が同一の商業的目的を有するもの
として交渉されている場合や、機器の価格と保守サービ
スの価格が同時に契約することにより影響を受ける場合
には、契約の結合に該当し、機器の販売契約と保守サー
ビスの提供契約を結合して単一の契約と判断することに
なると考えられる。
単一の契約と判断した場合、機器の販売と保守サービ
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スの提供が、別個の財又はサービスの提供かどうかを検
討し（後述の「履行義務の識別」を参照）、機器の販売
と保守サービスの提供が、2つの履行義務として識別さ
れた場合であっても、両契約の契約価格を合算したもの
を取引価格として独立販売価格の比率で機器の販売と保
守サービスの提供に配分するため、各々の契約の価格と
異なる金額で収益が認識される可能性がある。

（3）契約の結合━分割検収
情報サービス産業において、受注制作のソフトウェア
開発について、1つのソフトウェア開発プロジェクトを、
要件定義、設計、プログラミング、テスト等、作業ごと
のフェーズに分割して契約を締結し、フェーズごとに分
割して検収書が作成される取引慣行がある。
契約の結合については、収益認識会計基準27項によ
り判断することとなるが、受注制作のソフトウェア開発
について、各フェーズに分割して契約が締結されていた
としても、例えば、購買システムや経理システムといっ
た同一の商業的目的を有する単位で顧客へ提案書を提示
して交渉している場合は、契約を結合すべきと判断され
る可能性もあり、取引ごとに個別に検討が必要となると
考えられる。
また収益認識会計基準27項（3）では、約束した財又は
サービスが単一の履行義務になる場合には契約を結合す
ることが規定されているため、各契約における各フェー
ズ（約束）が、後述の「履行義務の識別」に照らして別
個の履行義務かどうかを判断する必要がある。

（4）契約変更━機能追加・仕様変更
受注制作のソフトウェア開発においては、顧客の要請
により機能追加や仕様変更など、当初の契約を変更する
場合がある。契約変更について、以下の要件のいずれも
満たす場合には、当該契約変更を独立した契約として処
理することとされている（収益認識会計基準30項）。

（1） 別個の財又はサービスの追加により、契約の範
囲が拡大されること

（2） 変更される契約の価格が、追加的に約束した財
又はサービスに対する独立販売価格に特定の契
約の状況に基づく適切な調整を加えた金額分だ
け増額されること

契約変更が収益認識会計基準30項の要件を満たさず、
独立した契約として処理されない場合には、契約変更日
において未だ移転していない財又はサービスについて、
以下のいずれかの方法により処理する（収益認識会計基
準31項）。

（1） 未だ移転していない財又はサービスが契約変更
日以前に移転した財又はサービスと別個のもの
である場合には、契約変更を既存の契約を解約
して新しい契約を締結したものと仮定して処理

する
（2） 未だ移転していない財又はサービスが契約変更

日以前に移転した財又はサービスと別個のもの
ではなく、契約変更日において部分的に充足さ
れている単一の履行義務の一部を構成する場合
には、契約変更を既存の契約の一部であると仮
定して処理する

（3） 未だ移転していない財又はサービスが（1）と（2）
の両方を含む場合には、契約変更が変更後の契
約における未充足の履行義務に与える影響を、
それぞれ（1）又は（2）の方法に基づき処理する

契約変更を独立した契約として処理する場合につい
て、収益認識会計基準30項（1）は、「別個の財又はサー
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の追加により」（傍点は筆者が加筆）としているた
め、受注制作のソフトウェア開発において、例えば、要
件定義、設計、プログラミング、テスト等の契約を同時
又はほぼ同時ではないタイミングで受注した場合（上
記、契約の結合の要件を満たさない場合）であっても、
各フェーズの相互関連性が高いなど、全てを単一の履行
義務と判断する場合、収益認識会計基準31項（2）に従っ
て、契約変更を既存の契約の一部であると仮定して処理
することとなり、完全な履行義務の充足に向けて財又は
サービスに対する支配を顧客に移転する際の企業の履行
を描写する進捗度及び取引価格が変更される場合は、契
約変更日において収益の額を累積的な影響に基づき修正
することとなる。

（5）履行義務の識別━分割検収
情報サービス産業において、履行義務が単一か別個か

の論点は、上述のとおり、契約の結合や契約変更とも関
連して非常に難易度の高い論点であると思われる。受注
制作のソフトウェア開発について、1つのソフトウェア
開発プロジェクトの中の要件定義、設計、プログラミン
グ、テスト等、各フェーズが単一の履行義務となるため
には財又はサービスが別個である必要がある（収益認識
会計基準32項）。そして、顧客に約束した財又はサービ
スが以下の要件のいずれも満たす場合には、別個となる
（収益認識会計基準34項）。

（1） 当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享
受することができること、あるいは、当該財又
はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源
を組み合わせて顧客が便益を享受することがで
きること（すなわち、当該財又はサービスが別
個のものとなる可能性があること）

（2） 当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、
契約に含まれる他の約束と区分して識別できる
こと（すなわち、当該財又はサービスを顧客に
移転する約束が契約の観点において別個のもの
となること）
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上記（1）については顧客が各フェーズ単独で便益を享
受することができる契約である場合、もしくは顧客が他
のフェーズについて容易に調達することができ、組み合
わせて便益を享受することができる契約である場合に
は、当該要件は満たすものと考えられる。一方、（2）に
ついては契約の観点から別個のものとなることを検討す
る必要があるが、財又はサービスを顧客に移転する複数
の約束が区分して識別できないことを示す要因として収
益認識適用指針6項に以下の記載がある。

（1） 当該財又はサービスをインプットとして使用
し、契約において約束している他の財又はサー
ビスとともに、顧客が契約した結合後のアウト
プットである財又はサービスの束に統合する重
要なサービスを提供していること

（2） 当該財又はサービスの1つ又は複数が、契約に
おいて約束している他の財又はサービスの1つ
又は複数を著しく修正する又は顧客仕様のもの
とするか、あるいは他の財又はサービスによっ
て著しく修正される又は顧客仕様のものにされ
ること

（3） 当該財又はサービスの相互依存性又は相互関連
性が高く、当該財又はサービスのそれぞれが、
契約において約束している他の財又はサービス
の1つ又は複数により著しく影響を受けること

情報サービス産業の実務にあてはめると、当社がエン
ドユーザーから直接システム開発を受注している立場で
あり、要件定義、設計、プログラミング、テスト等の開
発全体を管理しており、1つのシステムとして完成させ
る取引である場合には、各フェーズを統合する重要なサ
ービスを提供しているとして、上記（1）に該当すると考
えられる。一方、他のシステム会社がエンドユーザーか
ら受注しており、当社は当該システム会社の下請けの立
場であり、各フェーズの成果物を当該システム会社へ提
供する取引である場合には、上記（1）には該当しないと
考えられる。
また、設計フェーズが検収された後、プログラミング
フェーズにて設計の修正が必要となった場合や、プログ
ラミングフェーズが検収された後、テストフェーズにて
プログラミングを修正する必要がある事象が発見され、
無償で前フェーズに戻って著しく修正する場合には、上
記（3）に該当すると考えられる。
情報サービス産業におけるソフトウェア開発の契約は
個別契約であることが多く、その契約内容も様々である
ことから、個別に検討が必要となると考えられる。

（6） 履行義務の識別及び取引価格の配分━複合
取引

情報サービス産業において、ハードウェア販売、パッ
ケージソフトウェア販売、ソフトウェア開発、保守サー
ビス等、複数の種類の取引を1つの契約書で締結してい

る複合取引が行われる取引慣行がある。また、これらの
取引について、別々の契約書で締結するものの、上記の
契約の結合の要件を満たし、これらの契約が結合される
ことも考えられる。収益認識会計基準等では、履行義務
を識別し、履行義務単位で会計処理するため、複合取引
について実務上の論点がある。
顧客との契約は、通常、企業が顧客に移転することを

約束した財またはサービスを明示する。しかし、顧客と
の契約には、契約締結時に、企業が財またはサービスを
移転するという顧客の合理的な期待が生じる場合におい
て、取引慣行、公表した方針等により含意されている約
束が含まれる可能性があり、顧客との契約において識別
される履行義務は、当該契約において明示される財また
はサービスに限らない可能性がある（収益認識会計基準
127項）。
履行義務の識別にあたっては、まず、顧客との契約の

中で何を約束しているのかを丁寧に抽出した上で、それ
ぞれの約束が会計処理の単位としての別個の履行義務か
どうかを検討することになる。
履行義務の識別については収益認識会計基準34項に

あてはめて検討する必要があるが、例えばハードウェア
販売、パッケージソフトウェア販売、ソフトウェア開
発、保守サービス等のそれぞれが、通常は独立して販売
されている事実があれば、単独で顧客が便益を享受する
ことができる、あるいは、当該財又はサービスと顧客が
容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を
享受することができると考えられるため、収益認識会計
基準34項（1）を満たすと考えられる。
一方、収益認識会計基準34項（2）については、契約の

観点から約束の内容を個別に検討する必要があると考え
られる。
例えば、開発したソフトウェアを複数のハードウェア

で構築したインフラにインストールし、システム全体と
して利用可能な状態に統合させた最終成果物を納品する
取引の場合には、ハードウェア販売とソフトウェア開発
は1つの履行義務であると考えられる（収益認識適用指
針6項（1））。
また、市販パッケージソフトウェアの単純なインスト

ールではなく、パッケージソフトウェアを大幅にカスタ
マイズして、顧客仕様のシステムを開発する取引の場
合、パッケージソフトウェアを提供するリスクとカスタ
マイズするリスクが区分不能と判断されるときは、1つ
の履行義務であると考えられる（収益認識適用指針6項
（2））。
上記は組合せの一例に過ぎないが、情報サービス産業

では様々な契約が考えられるため、契約に含まれるそれ
ぞれの約束が会計処理の単位としての別個の履行義務か
どうかを検討することが重要である。

1つの契約に対し、複数の履行義務を識別した場合に
は取引価格の配分が必要となる。それぞれの履行義務に
対する取引価格の配分は、財又はサービスの顧客への移
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転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を描写す
るように行う（収益認識会計基準65項）。そして、財又
はサービスの独立販売価格の比率に基づき、契約におい
て識別したそれぞれの履行義務に取引価格を配分する
（収益認識会計基準66項）。財又はサービスの独立販売
価格を直接観察できない場合には、市場の状況、企業固
有の要因、顧客に関する情報等、合理的に入手できるす
べての情報を考慮し、観察可能な入力数値を最大限利用
して、独立販売価格を見積ることとなる（収益認識会計
基準69項）。
ハードウェア販売、パッケージソフトウェア販売、ソ
フトウェア開発、保守サービス等のそれぞれの取引が個
別に販売されている場合など、独立販売価格を直接観察
することができるときもあるが、情報サービス産業では
顧客仕様のソフトウェア開発等、市場で流通していない
財又はサービスの取引も多い。そのため、独立販売価格
を直接観察できない場合も多く、独立販売価格を見積る
必要がある場面も多いと考えられる。独立販売価格の見
積方法の例示としては【図表1】に記載する方法がある
が（収益認識適用指針31項）、類似の状況においては、
見積方法を首尾一貫して適用する必要があるため（収益
認識会計基準69項）、どのような方法で独立販売価格を
見積るのか検討する必要があると考えられる。
なお残余アプローチは、以下のいずれかに該当する場
合に限られる。

●同一の財又はサービスを異なる顧客に同時又はほ
ぼ同時に幅広い価格帯で販売していること（すな
わち、典型的な独立販売価格が過去の取引又は他
の観察可能な証拠から識別できないため、販売価
格が大きく変動する。）

●当該財又はサービスの価格を企業が未だ設定して
おらず、当該財又はサービスを独立して販売した
ことがないこと（すなわち、販売価格が確定して
いない。）

（7） 履行義務の充足による収益の認識━受注制
作のソフトウェア開発

情報サービス産業の取引としては、様々な種類の取引
があり、個別受注契約をしている実務も多いことから、
契約内容も様々である。そのため、履行義務の充足によ
る収益の認識について、個別に検討が必要になると考え

られる。特に、情報サービス産業において論点の1つと
なるのが、受注制作のソフトウェア開発における収益の
認識である。
企業は約束した財又はサービス（本稿において、顧客

との契約の対象となる財又はサービスについて、以下
「資産」と記載することもある）を顧客に移転すること
により履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、
収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産
に対する支配を獲得した時又は獲得するにつれてである
とされている（収益認識会計基準35項）。以下の要件の
いずれかを満たす場合には資産に対する支配を顧客に一
定の期間にわたり移転することにより、一定の期間にわ
たり履行義務を充足し収益を認識することとなる（収益
認識会計基準38項）。

（1） 企業が顧客との契約における義務を履行するに
つれて、顧客が便益を享受すること

（2） 企業が顧客との契約における義務を履行するこ
とにより、資産が生じる又は資産の価値が増加
し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増
加するにつれて、顧客が当該資産を支配するこ
と

（3） 企業が顧客との契約における義務を履行するこ
とにより、別の用途に転用することができない
資産が生じること、かつ、企業が顧客との契約
における義務の履行を完了した部分について、
対価を収受する強制力のある権利を有している
こと

上記要件のいずれも該当せず、履行義務が一定の期間
にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充
足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移
転することにより当該履行義務が充足される時に、収益
を認識することとなる（収益認識会計基準39項）。
受注制作のソフトウェア開発は、開発途中のソフトウ

ェアから顧客が便益を享受することは基本的にないと考
えられる。また、開発中は当該企業がソフトウェアを支
配していると考えられることから、通常は収益認識会計
基準38項（1）及び（2）は満たさないと考えられる。その
ため、収益認識会計基準38項（3）に該当するかどうか検
討が必要となる。
受注制作のソフトウェア開発は、基本的にオーダーメ

イドによるものであり、他の顧客へ転用できるようなも

【図表1】独立販売価格の見積方法の例示

調整した市場評価アプローチ 財又はサービスが販売される市場を評価して、顧客が支払うと見込まれる価格を見積
る方法

予想コストに利益相当額を加算
するアプローチ

履行義務を充足するために発生するコストを見積り、当該財又はサービスの適切な利
益相当額を加算する方法

残余アプローチ 契約における取引価格の総額から契約において約束した他の財又はサービスについて
観察可能な独立販売価格の合計額を控除して見積る方法
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のではないと考えられる。そのため、企業が顧客との契
約における義務の履行を完了した部分について、対価を
収受する強制力のある権利を有しているかどうかが論点
となる。
履行を完了した部分について対価を収受する強制力の
ある権利を有している場合とは、契約期間にわたり、企
業が履行しなかったこと以外の理由で契約が解約される
際に、少なくとも履行を完了した部分についての補償を
受ける権利を有している場合である（収益認識適用指針
11項）。履行を完了した部分についての補償額は、合理
的な利益相当額を含む、現在までに移転した財又はサー
ビスの販売価格相当額であり、合理的な利益相当額に対
する補償額は、以下のいずれかであるとされている（収
益認識適用指針12項）。

（1） 契約に基づき履行を完了した部分について合理
的に見積った利益相当額の一定割合

（2） 対象となる契約における利益相当額が、同様の
契約から通常予想される利益相当額より多額の
場合には、当該同様の契約から予想される合理
的な利益相当額

契約書において、履行を完了した部分について補償を
受ける条件が付与されている場合などは当該要件を満た
す場合がある。また、2020年4月1日に施行予定の改正
民法第634条において「請負人が既にした仕事の結果の
うち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けると
きは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合におい
て、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬
を請求することができる」とされているため、請負契約
であり、同条の要件を満たすときには収益認識会計基準
38項（3）を満たし、一定の期間にわたり充足される履行
義務に該当すると判断することもあると考えられる。
一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると
判断された場合、履行義務の充足に係る進捗度を合理的
に見積ることができる場合にのみ、一定の期間にわたり
収益を認識することとなる（収益認識会計基準44項）。
完全な履行義務の充足に向けて財又はサービスに対する
支配を顧客に移転する際の企業の履行を描写する進捗度
の適切な見積りの方法には、アウトプット法とインプッ
ト法がある（収益認識適用指針15項）。進捗度算定の一
般的な方法の1つとして原価比例法があるが、これはイ
ンプット法の1つであると考えられる。
履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることが
できないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用
を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足
に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一
定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収
基準（履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回
収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方
法）により収益を認識することとなる（収益認識会計基
準45項）。

2．特定の取引等における取扱い
（1）財又はサービスに対する保証
情報サービス産業において、ハードウェア販売時、無

償又は有償で保証サービスを付けて取引されることがあ
る。当該取引の場合、保証サービスの内容により、別個
の履行義務に該当するかどうか判断する必要があり、会
計処理も異なるため、実務上の論点となる。
約束した財又はサービスに対する保証が、当該財又は

サービスが合意された仕様に従っているという保証のみ
である場合、当該保証について、企業会計原則注解（注
18）に定める引当金として処理する（収益認識適用指
針34項）。また、約束した財又はサービスに対する保証
又はその一部が、当該財又はサービスが合意された仕様
に従っているという保証に加えて、顧客にサービスを提
供する保証を含む場合には、保証サービスは履行義務で
あり、取引価格を財又はサービス及び当該保証サービス
に配分する必要がある（収益認識適用指針35項）。財又
はサービスに対する保証が、当該財又はサービスが合意
された仕様に従っているという保証に加えて、保証サー
ビスを含むかどうかを判断するにあたっては、例えば、
以下の要因を考慮するとされている（収益認識適用指針
37項）。　

（1） 財又はサービスに対する保証が法律で要求され
ているかどうか
財又はサービスに対する保証が法律で要求さ

れている場合には、当該法律は、通常、欠陥の
ある財又はサービスを購入するリスクから顧客
を保護するために存在するものであるため、当
該保証は履行義務でないことを示している

（2） 財又はサービスに対する保証の対象となる期間
の長さ
財又はサービスに対する保証の対象となる期

間が長いほど、財又はサービスが合意された仕
様に従っているという保証に加えて、保証サー
ビスを顧客に提供している場合が多く、この場
合には、当該保証サービスは履行義務である

（3）企業が履行を約束している作業の内容
財又はサービスが合意された仕様に従ってい

るという保証を提供するために、欠陥のある商
品又は製品に係る返品の配送サービス等、特定
の作業を行う必要がある場合には、当該作業
は、通常、履行義務を生じさせない

例えば、販売したハードウェアが仕様通りに動くこと
を保証する場合であれば、別個の履行義務に該当せず、
ハードウェア販売時に保証相当分を引当金計上する必要
があると考えられる。当該保証に加え、顧客からの
Q&A対応や不具合が発生した場合に改修対応するため
に待機するサービスが、合意された仕様に従っていると
いう保証を提供するための特定の作業ではない場合に
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は、別個の履行義務に該当し、ハードウェア販売とは別
に収益を認識することが考えられる。
なお、保証を単独で購入するオプションを有している
場合には、当該保証は別個のサービスであり、収益認識
会計基準32項から34項に従って履行義務として識別
し、取引価格の一部を当該履行義務に配分する必要があ
る（収益認識適用指針38項）。

（2）本人・代理人
情報サービス産業において、ハードウェアやパッケー
ジソフトウェア等を仕入先から顧客へ直接送付する取引
や、保守サービス契約において自社では保守作業を実施
せず、メーカーが保守作業を実施する取引等がある。当
該取引の場合、収益を総額で認識するかどうかについ
て、実務上の論点がある。
企業が本人に該当するときには、当該財又はサービス
の提供と交換に企業が権利を得ると見込む対価の総額を
収益として認識し（収益認識適用指針39項）、企業が代
理人に該当するときには、他の当事者により提供される
ように手配することと交換に企業が権利を得ると見込む
報酬又は手数料の金額を収益として認識する（収益認識
適用指針40項）。
顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与し
ている場合、財又はサービスが顧客に提供される前に企
業が当該財又はサービスを支配しているときには、企業
は本人に該当する（収益認識適用指針43項）。企業が財
又はサービスを顧客に提供する前に支配しているかどう
かを判定するにあたっては、例えば、以下の指標を考慮
することとされている（収益認識適用指針47項）。

（1） 企業が当該財又はサービスを提供するという約
束の履行に対して主たる責任を有していること

（2） 当該財又はサービスが顧客に提供される前、あ
るいは当該財又はサービスに対する支配が顧客
に移転した後において、企業が在庫リスクを有
していること

（3） 当該財又はサービスの価格の設定において企業
が裁量権を有していること

なお、ここで留意が必要となるのが信用リスクの考え
方である。実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の
収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（収益認識会
計基準等の適用に伴い、廃止される）では、「一連の営
業過程における仕入及び販売に関して通常負担すべきさ
まざまなリスク（瑕疵担保、在庫リスクや信用リスクな
ど）を負っていない場合には、収益の総額表示は適切で
ない」とされており、信用リスクが収益の総額表示の1
つの評価指標であった。一方、収益認識適用指針136項
では、「信用リスクについては、代理人であるという判
定を覆すために利用される可能性があり、企業が財又は
サービスを支配しているかどうかを判定するうえで有用
な指標とならない可能性があるため、企業が本人に該当

することの評価における指標に含めていない。」とされ
ている。そのため、信用リスクの有無により収益認識の
総額・純額を判断していた場合には、改めて収益認識会
計基準等に従い収益認識の総額・純額を判断する必要が
ある。

3．重要性等に関する代替的な取扱い
収益認識基準等においては、これまで我が国で行われ

てきた実務等に配慮し、企業の財務諸表間の比較可能性
を大きく損なわせない範囲で8つの領域における11個の
個別項目に対する重要性の記載等、IFRSとは異なる代
替的な取扱いを定めている。以下、上記の論点で解説し
たものに関連が深いものを紹介する。

（1） 工事契約及び受注制作のソフトウェアの収
益認識の単位

収益認識会計基準27項及び32項の定めにかかわら
ず、受注制作のソフトウェアについて、当事者間で合意
された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約
（異なる顧客と締結した複数の契約や異なる時点に締結
した複数の契約を含む）を結合した際の収益認識の時期
及び金額と当該複数の契約について収益認識会計基準
27項及び32項の定めに基づく収益認識の時期及び金額
との差異に重要性が乏しいと認められる場合には、当該
複数の契約を結合し、単一の履行義務として識別するこ
とができるとされている（収益認識適用指針102項及び
103項）。

（2）契約変更（重要性が乏しい場合の取扱い）
収益認識会計基準30項及び31項の定めにかかわら

ず、契約変更による財又はサービスの追加が既存の契約
内容に照らして重要性が乏しい場合には、当該契約変更
について処理するにあたり、収益認識会計基準30項又
は31項（1）若しくは（2）のいずれの方法も適用すること
ができるとされている（収益認識適用指針92項）。

（3） 履行義務の識別（顧客との契約の観点で重
要性が乏しい場合の取扱い）

収益認識会計基準32項の定めにかかわらず、約束し
た財又はサービスが、顧客との契約の観点で重要性が乏
しい場合には、当該約束が履行義務であるのかについて
評価しないことができるとされている（収益認識適用指
針93項）。

（4） 契約に基づく収益認識の単位及び取引価額
の配分

収益認識会計基準27項、32項及び66項の定めにかか
わらず、次の（1）及び（2）のいずれも満たす場合には、
複数の契約を結合せず、個々の契約において定められて
いる顧客に移転する財又はサービスの内容を履行義務と
みなし、個々の契約において定められている当該財又は
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サービスの金額に従って収益を認識することができると
されている（収益認識適用指針101項）。

（1） 顧客との個々の契約が当事者間で合意された取
引の実態を反映する実質的な取引の単位である
と認められること

（2） 顧客との個々の契約における財又はサービスの
金額が合理的に定められていることにより、当
該金額が独立販売価格と著しく異ならないと認
められること

（5） 重要性が乏しい財又はサービスに対する残
余アプローチの使用

収益認識適用指針31項の定めにかかわらず、履行義
務の基礎となる財又はサービスの独立販売価格を直接観
察できない場合で、当該財又はサービスが、契約におけ
る他の財又はサービスに付随的なものであり、重要性が
乏しいと認められるときには、当該財又はサービスの独
立販売価格の見積方法として、残余アプローチを使用す
ることができるとされている（収益認識適用指針100
項）。

（6） 期間がごく短い工事契約及び受注制作のソ
フトウェア

収益認識会計基準38 項の定めにかかわらず、受注制
作のソフトウェアについて、契約における取引開始日か
ら完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期
間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識
せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する
ことができるとされている（収益認識適用指針95項及
び96項）。

（7） 契約の初期段階における原価回収基準の取
扱い

収益認識会計基準45項の定めにかかわらず、一定の
期間にわたり充足される履行義務について、契約の初期
段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に
見積ることができない場合には、当該契約の初期段階に
収益を認識せず、当該進捗度を合理的に見積ることがで
きる時から収益を認識することができるとされている
（収益認識適用指針99項）。

以　上
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コンテンツは、デロイト トーマツ グループが提供する、会計監査、税務、法務、コンサルティング、
ファイナンシャルアドバイザリーなどのサービスに関連する内容と、ライフサイエンス、情報・メディア・
通信などのインダストリーに関連する内容を中心とした、最新動向や最新のナレッジ、セミナー情報など
です。ぜひご購読ください。

■総合メールマガジン
■セミナー・イベント情報メールマガジン
〈サービス別〉 〈インダストリー別〉
■会計・監査メールマガジン ■ライフサイエンス ニュースレター
■IFRSメールマガジン ■ヘルスケア メールマガジン
■ヒューマン キャピタル ニュースレター Initiative ■テクノロジー・メディア・テレコム メールマガジン

　- Discover -■モニター デロイトニュース
■チャイナ ニュース
■ファイナンシャルアドバイザリー メールマガジン
■クライシスマネジメント メールマガジン

お問合わせ先
デロイト トーマツ メールマガジン事務局
info_mailmagazine_jp@tohmatsu.co.jp

お申し込みはこちらから

www.deloitte.com/jp/mm
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